
2・8・1 各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。5
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下
表
の
手
当
や
助
成
を
受
け

て
い
て
、
更
新
手
続
き
（
現
況

届
）
が
必
要
な
方
に
、
届
け
出

の
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
。
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
、
そ
れ
ぞ

れ
の
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

こ
の
届
け
出
を
し
な
い
と
、

８
月
（
制
度
に
よ
っ
て
は　

月
１０

ま
た
は　

月
）以
降
、手
当
や
助

１１

成
が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
り
、

来
年
分
の
医
療
証
の
交
付
が
さ

れ
な
い
な
ど
の
お
そ
れ
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

現
況
届
の
提

現
況
届
の
提
出出

を
忘
れ
ず

　
　

を
忘
れ
ず
にに

子
ど
も
の
笑
顔
を
み
ん
な
で
守
る

虐
待
か
な
？
と
思
っ
た
ら

（
通
告
・
相
談
）

・
連
絡
は
匿
名
で
行
う
こ
と
も
可
能

で
す

・
連
絡
者
や
連
絡
内
容
に
関
す
る
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す

▽
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

（
相
談
窓
口
）

☎　

儿　

儿
３
１
４
６
＝
月
曜
～
土

０４２

３２１

曜
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時

▽
児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル

（
緊
急
時
）

☎ 
１  
８  
９ 

い
ち 
は
や 
く

※
お
近
く
の
児
童
相
談
所
に
つ
な

が
り
ま
す

※
☎
１
８
９
が
つ
な
が
ら
な
い
場

合
は
、
☎
０
５
７
０
儿　

儿　

へ

０６４

０００

%
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%
%
%
%
%
%
%
%
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%

　地域包括支援センターは高齢者に関
する総合相談窓口で、市内に４か所設
置しています。保健師・社会福祉士・
主任ケアマネジャー等の専門職が配置
され、健康保持や生活の安定のための
支援を行います。
　電話・来所のほか状況に応じて訪問
して話を伺うことも可能です。

　高齢者自身やご家族からはもちろ
ん、お近くに気になる方がいらっしゃ
いましたら、無料ですので、お気軽に
ご相談ください。
 月曜～土曜日の午前９時～午後５時
３０分（年末年始・祝日を除く）
 各地域包括支援センター、介護福祉
課包括支援係（☎０４２−３８７−９８４５）

時

問

 　

社
会
生
活
上
必
要
な
外
出
、
余

暇
活
動
ま
た
は
社
会
参
加
を
目
的

に
、
障
が
い
の
あ
る
方
等
の
外
出

支
援
を
し
て
い
ま
す
。

　

視
覚
障
が
い
の
方
、
知
的
障
が

い
の
方
お
よ
び
精
神
障
が
い
の
方

を
対
象
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
次

の
方
が
対
象
に
追
加
さ
れ
ま
し

た
。

▽
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
た
方
で
、
肢
体
不
自
由
の
う

ち
、
下
肢
１
級
・
２
級
、
体
幹
１

級
・
２
級
ま
た
は
乳
幼
児
期
以
前

の
非
進
行
性
の
脳
病
変
に
よ
る
運

動
機
能
障
害
（
移
動
機
能
に
限

る
）
１
級
・
２
級
の
方

 

対
象
・
申
請
方
法
等
詳
細
に
つ

い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

 

自
立
生
活
支
援
課
相
談
支
援
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
４
１
）

０４２

３８７

 
【
①
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
】

　

８
月
期
分
＝
４
～
７
月
分

【
②
特
別
障
害
者
手
当
等
】

移
動
支
援
事
業

移
動
支
援
事
業
のの

利
用
対
象
が
拡

　
　

利
用
対
象
が
拡
大大

他問各
種
手
当
の
支
給

　

８
月
期
分
＝
５
～
７
月
分

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

■
振
込
日
８
月
７
日
（
金
）

　

振
込
日
以
降
、
通
帳
で
お
確
か

め
く
だ
さ
い
。
金
融
機
関
に
よ
っ

て
は
２
・
３
日
遅
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
▽
振
込
日
以
降
、

７
日
を
過
ぎ
て
も
振
り
込
ま
れ
な

い
場
合
▽
氏
名
、
住
所
、
口
座
を

変
更
し
た
場
合
▽
施
設
に
入
所
し

た
場
合
▽
障
が
い
の
程
度
が
変
わ

っ
た
場
合
（
①
）
▽
病
院
等
に
３

か
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
場

合
（
②
） 

自
立
生
活
支
援
課
障

害
福
祉
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
４

０４２

３８７

２
）

  

８
月　

日
（
木
）
午
前　

時
～

２０

１０

午
後
２
時 

公
民
館
貫
井
北
分
館

 

認
知
症
や
家
族
介
護
に
関
す
る

相
談 

４
組
（
申
込
順
） 

８
月

３
日
か
ら
、
電
話
ま
た
は
公
民
館

貫
井
北
分
館
窓
口　
（
☎　

儿　
０４２

３８５

儿
３
４
０
１
）
へ

問

認
知
症
カ
フ
ェ
ぬ
く
い
き
た

儿
家
族
介
護
相
談
会

時

所

内

定

申

   

８
月　

日
（
土
）
午
前　

時
～

２９

１０

正
午 

公
民
館
緑
分
館 

波
多
野

典
子
さ
ん
（
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
デ

コ
レ
ー
タ
ー
） 

市
内
在
住
・
在

学
の
小
学
生
（
小
学
校
２
年
生
以

下
は
保
護
者
同
伴
） 
　

人
（
多

２０

数
抽
選
） 
　

円 

８
月
７
日

５００

（
必
着
）
ま
で
に
、
往
復
は
が
き

（
１
組
１
通
）
に
住
所
・
氏
名

（
ふ
り
が
な
）・
年
齢
・
電
話
番

号
を
明
記
し
、
公
民
館
緑
分
館

「
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
を
作
ろ
う

係
」
（
〒　

儿
０
０
０
３
緑
町
３

１８４

予
防
接
種
等
保
健
衛
生
事
業
は
健
康
ガ
イ
ド
へ ・

どど
もも

子子

育育
てて

子子
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト

バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
をを

作
ろ

　
　
　
　
　

作
ろ
うう

子
ど
も
体
験
講
座

時

所

講

対

定

￥

申

儿
３
儿　

☎　

儿　

儿
７
３
０

２３

０４２

３８７

１
）
へ

  　

登
録
を
希
望
す
る
方
の
た
め

に
、
会
則
、
援
助
活
動
ま
で
の
流

れ
、
仕
組
み
を
説
明
し
ま
す
。

 

８
月　

日
（
月
）
午
前　

時
～

２４

１０

　

時　

分 

保
健
セ
ン
タ
ー 

▽

１１

３０

依
頼
会
員
＝
市
内
在
住
で
、
原
則

生
後　

日
～

５７

小
学
生
の
子

ど
も
と
同
居

し
て
い
る
保

護
者
の
方
▽

協
力
会
員
＝

援
助
活
動
に

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
会
員
説
明
会

時

所

対

関
心
の
あ
る　

歳
以
上
の
方
（
協

２０

力
会
員
講
習
会
へ
の
参
加
が
必
要

で
す
） 

８
月　

日
か
ら
、
電
話

１１

で
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
（
☎　

儿　

儿
１
７
０
１

０４２

３２０

＝
日
曜
・
祝
日
を
除
く
午
前
９
時

～
午
後
５
時
）
へ

申

義務教育就学児医療費
助成制度申請の受け付け
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　市内在住で、医療保険に加入
しており、他の公的医療保障を
受けていない小学校４年生～中
学生までの児童の保護者の方
で、令和元年中の所得が所得制
限内になった方は、申請により
１０月１日から義務教育就学児医
療費助成を受給することができ
ます。
　令和２年９月３０日まで有効期
間のある義務教育就学児医療費
助成制度の医療証をお持ちの方
は、改めて申請する必要はあり
ません。
■所得制限右表のとおり
■申請書配布場所子育て支援課
（市役所第二庁舎３階）、市ホ
ームページ

■必要書類渇 医療証交付申請
書渇児童の健康保険証の写し
 申請書には必ず押印してくだ
さい
 ８月１日～９月４日（消印有
効）に、郵送で必要書類を子育て
支援課手当助成係（〒１８４−８５０４
住所不要☎０４２−３８７−９８３９）へ

碓子

他

申

所得制限限度額扶養親族の人数

６３０万円０人

６６８万円１人

７０６万円２人

７４４万円３人

１人増すごとに
３８万円を加算４人以上

問合先手当・助成制度名

子育て支援課
手当助成係
（☎０４２−３８７−９８３９）

児童扶養手当、ひと
り親家庭等医療費助
成、※乳幼児医療費
助成、※義務教育就
学児医療費助成

①

自立生活支援課
障害福祉係
（☎０４２−３８７−９８４２）

特別児童扶養手当、
特別障害者手当等、
重度心身障害者手当

②

①の※は、更新手続きに必要な情報（課税情報
等）が確認できる場合、現況届を省略

電話番号担当地域名称

☎０４２−３８８−２４４０
梶野町、関野町、緑町、
本町２・３丁目、桜町
１・３丁目

小金井きた
地域包括支援センター

☎０４２−３８８−８４００前原町、本町６丁目、貫
井南町

小金井みなみ
地域包括支援センター

☎０４２−３８６−６５１４東町、中町、本町１丁目小金井ひがし
地域包括支援センター

☎０４２−３８６−７３７３本町４・５丁目、桜町２
丁目、貫井北町

小金井にし
地域包括支援センター

ご存じですご存じですかか
地域包括支援センタ地域包括支援センターー 市ホームページ

ＱＲコード


